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本庁舎では、一部の窓口業務を毎月第2日曜9時～17時、毎週火曜（祝日・閉庁日を除く）19時まで行っています。取り扱い業務は、区ホームページをご覧ください。

投票要件をご確認ください
　６月17日現在、次の両方の要件を満たして
いる方が対象です。
●日本国籍を有し、平成14年７月６日以前に
生まれた

●令和２年３月17日までに板橋区へ転入の届
出をし、引き続き３か月以上、板橋区に住
民登録されている

引っ越しした方はご注意ください
◉ 板橋区内で転居した方の投票所
●６月２日までに転居届を出した方…新住所
地の投票所

●６月３日以降に転居届を出した方…前住所
地の投票所
◉ 投票日までに板橋区外へ転出した場合
●都外へ転出した方…投票できません
●都内のほかの区市町村へ転出した方…板橋
区の選挙人名簿に登録されている方は、転
出先の住所地で選挙人名簿に登録されてい
なければ、板橋区で投票できます※板橋区
外へ転出した方のうち、板橋区で住民票が
作成された日から引き続き３か月以上、住
民登録されていた方で、板橋区の選挙人名
簿へ登録される前に転出し、新住所地の住
民登録期間が３か月未満の方は、板橋区の
選挙人名簿に登録され、板橋区での投票と
なります。※該当する方には、「投票所の
お知らせ」をお送りします。※投票の際、
転出先の区市町村が発行する
「引き続き都内に住所を有す
る旨の証明書」(住民票の写し
・選挙用は無料になる場合あ
り)などをお持ちください。

◉ 令和２年３月18日以降に板橋区へ転入した
場合

　板橋区では投票できません。前住所地が都
内で、前住所地の選挙人名簿に登録されてい
れば、投票できる場合があります。前住所地
の選挙管理委員会にお問い合わせください。

「投票所のお知らせ」をお送りします
　「投票所のお知らせ」を世帯ごとに封書でお
送りします。氏名・住所をご確認のうえ、投
票の際にお持ちください。なお、お手元に届
かない・紛失した場合でも、板橋区の選挙人
名簿に登録されていれば投票できます。投票
の際、投票所係員にお申し出ください。※改
修工事などのため、各施設内で投票場所が変
更になる場合があります。

選挙公報を全戸配布します
　６月26日㈮までに全戸配布します。お手元
に届かない場合は、お問い合わせください。
区役所・各地域センター・各区民事務所・区
立各図書館・各期日前投票所にも設置しま
す。※区ホームページでもご覧になれます。

開票状況をご覧になれます
　７月５日㈰に、上板橋体育館で開票を行い
ます。開票状況は、区ホームページでご覧に
なれます。

　選挙の開票会場となるた
め、上板橋体育館の施設利
用を一部休止します。
▽施設・とき＝右表参照▽
問＝上板橋体育館☎5399‐
6501〈第２月曜休館〉

　投票日当日の過密を避けるため、期日前
投票にご協力をお願いします。区ホームペ
ージに、各投票所での感染
防止対策や前回選挙時の日
別の投票者数(各期日前投
票所)を掲載していますの
で、参考にしてください。

《選挙に伴う上板橋体育館施設利用の一部休止》
7 月 4 日㈯ 7月 5日㈰ 7月 6日㈪

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 午前 午後 夜間

室内競技場 利用不可 一般
公開

第 1・ 2武道場 利用不可 一般公開会議室
トレーニングルーム 利用不可 利用不可 12時から

一般公開温水プール 一般公開

東京都知事選挙

新型コロナウイルス感染防止対策選挙に伴う上板橋体育館施設利用の一部休止

投票日時　 7月 5日㈰ 7時～20時
板橋区選挙管理委員会事務局☎3579‐2681問　合

告示日 6月18日㈭

期日前投票所
　仕事・用事・通院などで、投票日当日に投
票できない方が対象です。
▽とき・ところ
●６月19日㈮～７月４日㈯…人材育成センタ
ー(区役所２階)

●６月28日㈰～７月４日㈯…仲町ふれあいセ
ンター、富士見・大谷口・志村坂上・高島
平の各地域センター、教育科学館、きたの
・舟渡の各ホール、成増アクトホール、志
村健康福祉センター、エコポリスセンタ
ー、赤塚支所

※８時30分～20時
▽投票方法＝自分の「投票所のお知らせ」裏面
の請求書欄に必要事項を記入のうえ持参※印
鑑は不要

不在者投票制度
●指定病院等投票…指定の病院などに入院
(所)中で、投票日当日に投票できない方
は、入院(所)先の施設で投票できます。詳
しくは、各施設にお問い合わせください。

●郵便等投票…重度の障がいがあり、郵便等
投票証明書をお持ちの方は、７月１日㈬17
時までに、投票用紙などをご請求ください。

●滞在地投票…仕事・旅行などで板橋区外に
滞在している方は、滞在地の区市町村選挙
管理委員会などで投票できます。詳しく
は、お問い合わせください。

投票日当日に投票できない方へ

投票時のマスク
着用・投票前後
の手洗いなどに
ご協力をお願い
します。

区の施設・事業は、感染予防対策を行ったうえで、段階的に再開しています。詳しくは、区ホームページをご覧ください


